
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　本件を高松高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人萩原健二、同播磨源二の上告理由一について

　一　原審が確定した事実は、おおむね次のとおりである。

　１　昭和三二年一二月二七日郵政省と全逓信労働組合との間に締結された年次有

給休暇に関する労働協約及び昭和三三年五月二四日国の経営する企業に勤務する職

員の給与等に関する特例法六条の規定に基づき制定された「郵政事業職員勤務時間、

休憩、休日および休暇規程」（以下「本件労働協約等」と総称する。）は、郵政事

業に勤務する一般職の国家公務員（以下「職員」という。）の年次有給休暇（以下

「休暇」という。）につき、次のとおり定めている。

　(一)　休暇の発給日数及び種別

　　　一休暇年度（四月一日から翌年の三月三一日まで）における休暇の発給日数

は、その年の四月一日現在の在職者については二〇日とする。そのうち、当該職員

がその年度中に満年に達する勤続年数の数に相当する日数（ただし、一五日を超え

ない。）に五日を加えた日数を労働基準法（以下「法」という。）三九条所定の休

暇である法内休暇の日数とし、二〇日から法内休暇の日数を差し引いて得た日数を

協定休暇の日数とする。

　(二)　休暇の有効期間

　　　その発給年度の終了後二年間とする。

　(三)　休暇の付与方法

　　　計画付与と自由付与に区分してこれを与える。

　　　計画付与の対象となる休暇（以下「計画休暇」という。）の日数は、前年度
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の発給日数であつて前年度において与えられなかつた日数のうち一〇日に達するま

での日数及び前々年度の発給日数であつて前年度までに与えられなかつた日数とす

る。

　　　自由付与の対象となる休暇（以下「自由休暇」という。）の日数は、その年

度において前記休暇の有効期間内にある休暇の日数のうち、計画付与の対象となら

ない部分の日数とする。

　(四)　計画付与の方法及び手続

　　計画休暇の日数のうち前年度の発給に係る分については、所属長が年度の初頭

において職員の請求により業務の繁閑等をしんしやくして各人別に当該年度中の休

暇付与予定計画を立て、これによりその休暇を与える。ただし、所属長において年

度の途中にその計画の変更を必要と認めたときは、当該年度中にその休暇を付与す

る場合に限り、右の趣旨に準じてこれを変更することができる。

　　計画休暇の日数のうち前々年度の発給に係る分については、所属長がその年度

の五月から順次各月について一日ずつ割り振り、かつ、前年度の発給に係る分に準

じてその休暇を与える。

　　計画休暇の付与を受ける職員は、年次有給休暇請求書にその希望する時季（特

定の月日をいう。）を記入した年次有給休暇付与希望調書を添付して、所属長に、

その定める期日までにこれを提出する。所属長は、できるだけ当該職員の希望する

時季に休暇を割り振るよう考慮して休暇付与予定計画を決定し、これを当該職員に

通知する。ただし、所属長において、当該職員の希望する時季に休暇を割り振るこ

とが困難と認めたときは、その旨当該職員に通知し、他に希望する時季を申し出さ

せるとともに、これによるもなおその者の希望する時季に休暇を割り振ることが困

難であると認めたときは、当該年度中の他の適当と認める時季にこれを割り振つて

その計画を決定し、これを当該職員に通知する。
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　(五)　自由付与の方法

　　自由休暇については、所属長は、職員のその都度請求する時季にこれを与えな

ければならない。ただし、所属長において請求された時季に休暇を与えることが業

務の正常な運営を妨げると認めた場合においては、休暇の有効期間内の他の時季に

これを与えることができる。

　２　上告人らはいずれも高知郵便局集配課に勤務し集配業務に従事する郵政事務

官であるところ、集配課長が昭和四六年度の初頭において決定した休暇付与予定計

画において、昭和四六年六月二六日は上告人Ａ１の計画休暇付与予定日とされ、同

月二四日は上告人Ａ２の計画休暇付与予定日とされていたところ、集配課長は、同

月二四日上告人Ａ１に対し同月二六日の計画休暇付与予定日を変更する旨通知し、

同月二三日上告人Ａ２に対し同月二四日の計画休暇付与予定日を変更する旨通知し

た。しかし、上告人Ａ１が同月二六日に、上告人Ａ２が同月二四日に、それぞれ欠

勤したため、被上告人は、昭和四七年一月一三日、上司の出勤命令を無視して無断

欠勤に及んだ上告人らは国家公務員法九八条一項及び一〇一条一項前段に違反し同

法八二条一号及び二号に該当するとして、上告人らに対し戒告の処分をした。

　３　昭和四六年六月二七日の参議院議員選挙投票日を控え、高知郵便局における

同月二四日ないし同月二六日の要配達一般郵便物の中には選挙運動期間の後半にな

つて差し出されることの多い選挙関係の郵便物が混在していたため、その配達を遂

げるためには、郵便物全部の配達を完了する必要があるところから、同郵便局にお

いては、右要配達郵便物全部の即日完全配達を期していた。

　　上告人Ａ１は高知郵便局集配受持区域のうち主として市内三区の配達を担当し

ていたところ、同区の配達は平常の場合常勤職員一名が担当し、その一日の配達可

能通数は約八〇〇通であつたが、同月二六日の要配達通数は当時の状況から約一五

〇〇通と見込まれ、これを同日中に完全に配達するためには常勤職員二名の配置が

- 3 -



必要であり、そのうちの一名として上告人Ａ１を配置することが必要となつたため、

集配課長は、前記のとおり、上告人Ａ１の同日の計画休暇付与予定日を変更した。

また、上告人Ａ２は主として市内五〇区の配達を担当していたところ、同区の配達

は平常の場合常勤職員一名が担当し、その一日の配達可能通数は約七〇〇通であつ

たが、同月二四日の要配達通数は当時の状況から約一三〇〇通と見込まれ、これを

同日中に完全に配達するためには常勤職員二名の配置が必要であり、そのうちの一

名として上告人Ａ２を配置することが必要となつたため、集配課長は、前記のとお

り、上告人Ａ２の同日の計画休暇付与予定日を変更した。

　４　高知郵便局集配課においては、年度途中の予測できない病気休暇や職員の希

望による計画休暇の変更が従来少なくなく、また、郵便集配業務の特殊性として郵

便物数を前もつて把握することが困難であるところから、年度の初頭における休暇

付与予定計画の決定に当たつては、職員の希望日をそのまま計画休暇付与予定日と

し、その変更については、集配課事務室内に設置された担務板に職員の氏名札を掲

出してその出勤を命じ、職員はこれにより翌日の担務内容と計画休暇付与予定日の

変更を知るという方法を採用してきた。そして、昭和四六年度において、集配業務

に従事する職員の絶対数が不足していたという事実はなく、同年度中の計画休暇は

すべて付与されており、職員一人当たりの休暇消化日数も平均一九・五日に及んで

いた。

　二　原審は、計画休暇は法三九条所定の休暇ではなく、本件労働協約等により認

められた休暇であるから、その付与及び時季変更については、同条三項の適用がな

く、本件労働協約等の定めるところに従うべきであり、本件労働協約等の下におい

ては、同項ただし書の基準とは異なり、所属長が、業務の繁閑等各般の事情を考慮

し、その状況に応じた合理的判断の下に、休暇付与予定計画の変更が業務の運行上

必要であると認めたときは、年度の途中においても、これを変更することができる
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と解するのが相当である、と判示し、かつ、右変更には事前に予測の困難な突発的

事由の発生など特別の事情の存在することが必要であるとの上告人らの主張を排斥

している。そして、原審は、上告人らの所属長による前記計画休暇付与予定日の変

更は、右の基準に照らして適法かつ有効であり、したがつて、上告人らに対する戒

告処分も適法であると判断している。

　三　本件労働協約等は、職員の休暇を法三九条所定の休暇である法内休暇と本件

労働協約等により創設された休暇である協定休暇との二種に区分した上、休暇の有

効期間は発給年度の終了後二年間とするとしており、法内休暇についても発給年度

の次年度及び次々年度に繰越可能であるとの解釈を採用しているといえる。また、

本件労働協約等は、右有効期間内における休暇の付与方法を計画付与と自由付与と

の二種に区分し、自由付与の対象となる自由休暇について、それが法内休暇である

か協定休暇であるかを問わず、また、当該年度に発給された休暇であるか前年度に

発給された休暇であるかを問わず、職員の請求する時季に与えるものとし、所属長

において請求された時季に与えることが業務の正常な運営を妨げると認めた場合に

限り、他の時季に与えることができるとしており、自由休暇の付与及びその時季の

変更については、一律に法三九条三項の基準によるべきこととしているものといえ

る。更に、本件労働協約等は、計画休暇については特に年度の初頭において休暇付

与予定計画を立てることとしているのであつて、計画休暇の時季の変更につき自由

休暇のそれより緩やかな基準を採用しているとは解し難い。そして、本件記録に徴

すれば、上告人ら及び被上告人の双方共に、休暇付与予定計画の変更が許されるの

は、右計画を実施することが法三九条三項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨

げる場合」に限られるとの解釈を採つていることが明らかである。以上を総合勘案

すれば、本件労働協約等は、法内休暇、協定休暇の区別を問わず、休暇を法三九条

所定の基準により一律に取り扱うこととしているものと解するのが相当である。し
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たがつて、計画休暇の請求及び時季変更についても、それが法内休暇であるか協定

休暇であるかを問わず、法三九条三項所定の基準に従うべきであり、年度の初頭に

おいて職員の請求により立てられる休暇付与予定計画の付与予定日は法三九条三項

にいう「労働者の請求する時季」に相当し、所属長による変更がない限り、右付与

予定日につき休暇が成立し、職員の就労義務が消滅する。また、所属長による休暇

付与予定計画の変更すなわち計画休暇付与予定日の変更は、法三九条三項所定の時

季変更権の行使と異なるところはなく、同項ただし書所定のとおり、右付与予定日

に計画休暇を付与することが「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ許されるも

のであり、この点に関し原審は本件労働協約等の解釈を誤つたものというべきであ

る。

　　しかしながら、原審の確定した前記事実関係の下においては、上告人らに対し

昭和四六年六月二六日又は同月二四日に計画休暇を与えることは、法三九条三項た

だし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たると認めることができるか

ら、原審の右解釈の誤りは、判決に影響を及ぼすものではない。

　四　次に、計画休暇の日数については、所属長が年度の初頭において職員の請求

により業務の繁閑等をしんしやくして各人別に当該年度中の休暇付与予定計画を立

て、これによりその休暇を与えることとされているから、年度の途中において時季

変更権を行使し、右計画の休暇付与予定日を変更することのできるのは、計画決定

時においては予測できなかつた事態発生の可能性が生じた場合に限られるというべ

きである。そして、その場合においても、時季変更により職員の被る不利益を最小

限にとどめるため、所属長は、右事態発生の予測が可能になつてから合理的期間内

に時季変更権を行使しなければならず、不当に遅延した時季変更権の行使は許され

ないものと解するのが相当である。�

　　これを本件についてみるに、上告人らの所属長は、昭和四六年六月二四日に至
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り同月二六日の上告人Ａ１の計画休暇付与予定日を変更し、同月二三日に至り上告

人Ａ２の同月二四日の計画休暇付与予定日を変更したものであるが、その変更の理

由は、同月二七日の参議院議員選挙投票日を控えて、同月二六日及び同月二四日の

市内三区又は市内五〇区の要配達郵便物数が平常より増加することが見込まれ、そ

の中に選挙関係の郵便物が混在している関係で、右要配達郵便物全部の即日完全配

達を期すためには、右各区に常勤職員二名を配置し、そのうちの一名として上告人

らを充てることが必要になつたというものである。このように、本件においては、

計画休暇付与予定日のほぼ直前である同月二四日又は同二三日になつて時季変更権

が行使されているが、もしこれらの日に接した時期になつて初めて右事態発生の予

測が可能となつたものであり、本件計画休暇付与予定日の変更が不当に遅延してな

されたものでないというのであれば、右変更をもつて有効なものと認めることがで

きる。しかしながら、原審は、高知郵便局集配課においては年度途中の予測できな

い病気休暇や職員の希望による計画休暇の変更が従来少なくなく、また、郵便集配

業務の特殊性として郵便物数を前もつて把握することが困難であるという一般的事

情に触れるのみで、右事態の発生がいつの時点において予測可能となつたかについ

て何ら確定することなく、殊に参議院議員選挙投票日が相当以前から明らかになつ

ているものであることとの関係について説明せず、本件計画休暇付与予定日の変更

を有効としているのであつて、原判決にはこの点において審理不尽、理由不備の違

法があるといわざるをえない。

　五　以上の次第であるから、論旨は理由があり、その余の上告理由について判断

するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、本件計画休暇付与予定日の変

更の理由となつた前記事態の発生が予測可能となつた時期、右変更が不当に遅延し

てなされたものであるか否かについて更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差

し戻すこととする。
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　よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　木　　　下　　　忠　　　良

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　鹽　　　野　　　宜　　　慶

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　宮　　　崎　　　梧　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　大　　　橋　　　　　　　進

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　牧　　　　　　　圭　　　次
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